
 

板橋区保育所等の業務負担軽減支援事業補助金交付要綱 

（令和８年３月３１日区長決定） 

（目的）  

第１条 この要綱は、デジタルを活用して会計業務を担える職員の配置に要する経費を支

援することで、施設長の業務負担を軽減し、保育の質の確保及び向上や園のマネジメン

トに注力できる環境整備を推進することを目的とする。  

（対象） 

第２条 この補助金の交付の対象となる施設又は事業は、国、地方公共団体以外の者が設置

する板橋区内所在の次の各号のいずれかに該当する施設又は事業（公設民営を除く。）と

する。 

⑴ 子ども・子育て支援法（平成 24年法律第 65号）第 31条の規定により板橋区長（以 

下「区長」という）の確認を受け、適正な運営が確保されている、次のいずれかに該当

する施設 

  ア 児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）第 39条第 1項に規定する保育所 

  イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成 18

年法律第 77 号）第２条第６項に規定する認定こども園（幼稚園型認定こども園を除

く） 

⑵ 子ども・子育て支援法第４３条の規定により区長の確認を受け、適正な運営が確保さ 

れている、児童福祉法第６条の３第１０項に規定する小規模保育事業 

⑶ 子ども・子育て支援法第４３条の規定により区長の確認を受け、適正な運営が確保さ 

れている、児童福祉法第６条の３第１２項に規定する事業所内保育事業 

⑷ 東京都認証保育所事業実施要綱（平成１３年５月７日付１２福子推第１１５７号）に 

規定する東京都認証保育所 

（補助対象事業）  

第３条 施設長の負担軽減を目的として、主として以下の業務等を行う者を新たに配置す

るために、前条に規定する対象施設に対して支出した費用の一部を補助する。  

⑴ 経理・会計業務  

⑵ 東京都又は区への補助金等交付申請・実績報告  

⑶ 区への運営費の請求  

⑷ その他、施設長の補助業務  

（補助対象要件） 

第４条 本事業により配置する事務職員は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす者と

する。 

⑴ 次のいずれかを満たす者 

 ア 対象施設において、施設長の業務負担を軽減する担当職員として、令和８年４月       



１日以降に新たに配置された者であること（令和８年４月１日以降に配置された者  

であって、退職者の補填や同一法人内での異動による事務職員の配置替え等により、 

令和８年３月３１日以前の既存業務を引き継いだのみの場合を除く。） 

イ 令和８年３月３１日以前から雇用されている既存の職員であって、令和７年４月 

１日以降に施設長の業務負担軽減に資する業務を新たに担当する者 

⑵ 対象施設において、施設長が担う主として経理・会計業務等をサポートする者である

こと。 

２ 本事業の実施に当たっては、保育所等の実施計画を提出しなければならない。  

（補助対象金額）  

第５条 補助金の額は、東京都の当該年度の「子供家庭支援区市町村包括補助事業実施要綱」

に定める実施要綱３（２－１）に掲げる事業で、別表２及び別表２－２により算出した基準

額によるものとする。ただし、１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる

ものとする。なお、本事業に要する費用について、他の補助事業によりその経費が交付され

る場合には、補助対象としない。 

（補助金の交付申請） 

第６条 この要綱による補助金の交付を受けようとする設置者は、別に定める期日までに

板橋区保育所等の業務負担軽減支援事業補助金交付申請書（別記第１号様式）に必要書

類を添付し、区長に提出しなければならない。 

（変更交付申請） 

第７条 前条の規定による申請の内容を変更しようとする設置者は、別に定める期日まで      

に板橋区保育所等の業務負担軽減支援事業補助金（変更・中止）申請書（別記第２号様式）

に必要な書類を添付し、区長に提出しなければならない。 

（交付決定通知等） 

第８条 区長は、前２条の規定に基づく申請を受けたときは、速やかに審査し、適当と認め

る場合は板橋区保育所等の業務負担軽減支援事業補助金交付決定通知書（別記第３号様

式）により、不適当と認める場合は板橋区保育所等の業務負担軽減支援事業補助金不交付

決定通知書（別記第４号様式）により、それぞれ申請者に通知するものとする。 

（事業実績報告） 

第９条 交付決定者は、事業の実績について別に定める日までに板橋区保育所等の業務負

担軽減支援事業補助金実績報告書（別記第５号様式）を区長へ提出しなければならない。 

２ 区長は、前項の規定による実績報告書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、

適当と認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、板橋区保育所等の業務負担軽減支援

事業補助金確定通知書（別記第６号様式）により通知するものとする。 

３ 区長は、前条の規定による審査の結果、補助事業の成果がこの交付の決定の内容及びこ

れに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業につき、

これらに適合させるための処置をとることを命ずるものとする。 



（補助金の交付） 

第１０条 第９条２項の規定により補助金の交付確定を受けた保育施設等は、別に定める

期日までに板橋区保育所等の業務負担軽減支援事業補助金請求書（別記第７号様式）によ

り区長に請求し、補助金の交付を受けるものとする。 

２ 区長は、前項の請求書を受領後速やかに、補助金を交付しなければならない。 

（交付決定の取消し） 

第１１条 区長は、補助金の交付を受けた保育施設等がつぎの各号のいずれかに該当する

と認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

⑴ 対象となる事業を中止したとき。 

⑵ 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

⑶ 補助金を他の用途に使用したとき。 

⑷ その他区長が不適当と認めたとき。 

（補助金の返還） 

第１２条 区長は、前条の規定により交付決定を取り消された保育施設等が既に補助金の

交付を受けている場合にあっては、期限を定めて、当該補助金の返還を命ずるものとする。

この場合において、返還を命ずる額は、次の各号に定めるところによる。 

⑴ 交付の決定を取り消したとき。補助の対象となる事業の当該取消しに係る部分の額 

⑵ 第９条の規定により交付決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既

にその額を超える補助金が交付されているとき、その超える部分 

（違約加算金及び延滞金） 

第１３条 交付決定を受けた保育施設等は、前条の規定により補助金の返還を命じられた

ときは、当該命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の

額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額）

につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金（100円未満の場合を除く。）を納

付しなければならない。 

２ 交付決定を受けた保育施設等は、前条の規定により補助金の返還を命じられたにもか

かわらず、これを納付期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日ま

での日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金（100円未

満の場合を除く。）を納付しなければならない。 

（違約加算金の計算） 

第１４条 前条第１項の規定により、交付決定を受けた保育施設等が納付した違約加算金

額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、当該返還を命じた補助金の額に充てるも

のとする。 

（延滞金の計算） 

第１５条 第１３条第２項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じ

た補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る



延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとす

る。 

（他の補助金等の一時停止等） 

第１６条 区長は、交付決定を受けた保育施設等に対し、補助金の返還を命じたにもかかわ

らず、当該補助金及び当該補助金に係る違約加算金又は延滞金の全部又は一部が納付さ

れない場合において、当該交付決定事業者に対して、同種の事務又は事業について交付す

べき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金

と未納付額とを相殺するものとする。 

（帳簿及び関係書類の整備保管） 

第１７条 補助金の交付を受けた保育施設等は、この補助金と補助事業に係る収入と支出  

 の関係を明らかにした書類を整備し、これを補助事業が完了した日の属する会計年度の

終了後５年間保管しなければならない。 

（消費税仕入控除税額の取扱い） 

第１８条 この補助金の交付を受けた事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税

の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した

場合（仕入控除税額が 0 円の場合を含む。）には、速やかに消費税および地方消費税に

係る仕入控除税額報告書（別記第８号様式）により区長に報告しなければならない。 

なお、事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、   

  自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等（以下「本部等」とい

う。）で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申

告内容に基づき報告を行うこととする。 

   また、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額

を区に返納しなければならない。 

（委任） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか、この事業に必要な事項は子ども家庭部長が定め

る。 

 

付 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 



 

 

別記第１号様式（第６条関係） 

  年  月  日 

 

板 橋 区 長 殿 

 

（申請者） 

事業者名 

所在地 

代表者職氏名         

                                       （施設名           ） 

 

 

板橋区保育所等の業務負担軽減支援事業補助金交付申請書 

 

 

板橋区保育所等の業務負担軽減支援事業補助金交付要綱第６条の規定に基づき、下記のとお

り関係書類を添えて申請します。            

 

 

記 

 

 

 １ 交付申請額       金            円 

 

 

 ２ 添付書類 

 

（１）実施計画書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別記第２号様式（第７条関係） 

  年  月  日  

 

板 橋 区 長 殿 

 

（申請者） 

事業者名 

所在地 

代表者職氏名         

                                   （施設名         ） 

 

 

板橋区保育所等の業務負担軽減支援事業補助金（変更・中止）申請書 

 

 

      年  月  日付けで申請しました板橋区保育所等の業務負担軽減支援事業補

助金について、申請内容を（変更・中止）しますので、下記のとおり、申請します。 

 

 

記 

 

 

１ （変更・中止）内容 

 

 

 

 

 

 

２ （変更・中止）理由 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別記第３号様式（第８条関係） 

                                第    号 

                           平成  年   月  日 

 

 

          設置者 様 

 

                                            

                                                             板 橋 区 長 志 村 

豊 志 郎 

板橋区保育所等の業務負担軽減支援事業補助金交付決定通知書 

 

 

 

  年  月  日付けで申請のあった標記補助金については、下記のとおり、交付決定した

ので通知します。 

 

 

記 

 

 

１ 交付決定額      金           円 

 

 

２ 補助条件  板橋区保育所等の業務負担軽減支援事業補助金交付要綱の各規定を遵守する

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別記第４号様式（第８条関係） 

                                第    号 

                           平成  年   月  日 

 

 

          設置者 様 

 

                                 板 橋 区 長 

志 村 豊 志 郎 

板橋区保育所等の業務負担軽減支援事業補助金不交付決定通知書 

 

 

 

  年  月  日付けで申請のあった標記補助金については、下記のとおり、不交付を決定

したので通知します。 

 

 

記 

 

不交付の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別記第５号様式（第９条関係） 

年   月   日 

 

（宛先）板 橋 区 長 

 

（申請者） 

事業者名 

所在地 

代表者職氏名           

                                （施設名      ） 

 

 

板橋区保育所等の業務負担軽減支援事業補助金実績報告書 

 

    年  月  日付け   第   号をもって交付決定のあった、板橋区保育所等の

業務負担軽減支援事業補助金に関する事業報告及び収支決算について、下記のとおり報告し

ます。 

 

 

記 

 

１ 交付決定額           金          円  

 

２ 実績報告額           金          円                  

 

３ 添付書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別記第６号様式（第９条関係） 

 

                                 文 書 番 号 

                                 年  月  日 

 

 事業者名 

 代表者職氏名         様 

（施設名             ） 

 

                                             

板橋区長 

 

 

 板橋区保育所等の業務負担軽減支援事業補助金交付額確定通知書 

 

  板橋区保育所等の業務負担軽減支援事業補助金交付要綱第９条の規定に基づき、下記のと

おり補助金の額を確定したので通知します。 

 

 

記 

 

 

１ 交付確定額      金              円              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別記第７号様式（第１０条関係） 

 
 年   月   日 

 

板 橋 区 長 殿 

 

（申請者）  

事業者名 

所在地 

代表者職氏名         

                              （施設名           ） 

 

 
板橋区保育所等の業務負担軽減支援事業補助金請求書 

 

 
   年   月   日付け    第    号により交付決定を受けた板橋区保

育所等の業務負担軽減支援事業補助金を下記により交付されるよう請求します。 

 

 

記 

 

補助金額 

           金                  円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別記第８号様式（第１３条関係） 

 

  年  月  日 

 

板 橋 区 長 殿 

 

（申請者） 

事業者名 

所在地 

代表者職氏名         

                                    （施設名          ） 

 

 

  消費税および地方消費税に係る仕入控除税額報告書 

 

 

     年  月  日付け     第    号により確定した板橋区保育所等の業

務負担軽減支援事業補助金について、板橋区保育所等の業務負担軽減支援事業補助金交付要

綱第１３条の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

 

１ 補助金額 

金            円 

 

 

２ 消費税および地方消費税の申告により確定した消費税および地方消費税額に係る仕入控

除税額（要補助金返還額） 

金            円 

 

 

３ 添付書類 

（１）２の消費税および地方消費税額に係る仕入控除税額に係る確定申告の写し（確定申告後

に修正申告等を行った場合にはその修正申告の写し等） 

（２）２の消費税および地方消費税額に係る仕入控除税額の積算内訳など 
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